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現 行 (消費税 8％) 

 
請求書 

㈱フレンチ     御中 
平成 29 年 3 月分売上 
      2,160 円（税込） 

【内  訳】 

3/8  パン   1,000 円 
3/18 ワイン  1,000 円 
合 計     2000 円 
消費税      160 円 
 
 

㈱ﾍﾞｰｶﾘｰｶﾌｪ東村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

区分記載請求書 
 
請求書 

㈱フレンチ     御中 
平成 29 年 4 月分売上 
      2,180 円（税込） 
    【内  訳】 
4/9  パン※  1,000 円 
4/13 ワイン  1,000 円 
合 計     2000 円 
消費税      180 円 

（10％対象  1,100 円） 

（ 8％対象  1,080 円） 

㈱ﾍﾞｰｶﾘｰｶﾌｪ東村 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      適格請求書 
      

 請求書 
㈱フレンチ     御中 
平成 33 年 4 月分売上 
      2,000 円（本体） 

【内  訳】 
食料品 4/9 パン※ 1,000 円 

 食料品 4/13 ワイン 1,000 円 
合 計     2000円 
消費税     180 円 

（10％対象 1,000 円 消費税 100 円） 

（ 8％対象 1,000 円 消費税 80 円） 

㈱ﾍﾞｰｶﾘｰｶﾌｪ東村 
事業者番号 123-456 
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　今回は消費税の「軽減税率とインボイス」を
仮想ドラマ風に解説します。会社は、焼立てパ
ン屋で㈱ベーカリー・カフェ東村。二橋学園駅
東口で社長（６２歳）、奥さん（５７歳）、専務
の長男（３２歳）勇人の３人で切り盛りしてい
ます。今夜はお店が閉まった後に３人で来年４
月から始まる軽減税率について相談することに
なっています。法人会の寄り合いから帰った社
長さんがお店のドアを開けました。なんと、お
母さんがハンカチを目に当てて泣いています。
理由を聞くとお母さん「勇人が経理なんか簡単
だろ。ですって、頭きちゃったわ。」との事。
社長さんが何とかその場をなだめて席につきま
した。「それで。勇人、軽減税率はどんな内容
なんだい。父さんに教えてよ」と話しを変えま
した。勇人は「わかった。軽減税率とは・・・・」

軽減税率・・・平成２９年４月の消費税率
１０％への増税時に、酒類と外食を除く食品全
般及び定期購読による新聞の譲渡の税率を８％
に据え置く軽減税率を導入。

父�「なるほど。そうなるとうちの店はどうなる
んだい。」
勇�人「焼立てパンのテイクアウトは８％、店内
の飲食は１０％なんだけど商品管理が大変な
んだ。」
　‌�「まずは、商品は焼立てパン・ジャム・ジュー
ス・ポーチ・ぬいぐるみ・ワイン・ビールが
あるけど、パン・ジャム・ジュースは８％。ポー
チ、ぬいぐるみは１０％、ワイン・ビールは
１０％。」「また、店内で食べる場合は１０％
だから、レジで持ち帰りか店内飲食かを聞い
てレジを打たないといけないんだ。」
父�「そうか。店のドアの外にあるビールケース
をさかさまにして板を上に置いた椅子で食べ
てるお客さんいるけど、その場合は１０％な
のかな？」
勇�人「それは、税法には椅子の明確な定義はな
いんだけど８%みたいだね。お皿や食器を提
供したら１０％、持ち帰りの包装のままの飲
食の場合は８％とか飲食設備の場所要件や、

軽減税率とインボイス
ドラマ

サービス要件を総合的に考えて区別だね。」
父�「なんだかクイズのようだね。それで、うち
の店ではレジで間違いなく、お客さんを待た
せないで早くおつりを渡せるのかな？」

勇�人「まさにそこなんだ。うちの商品は全部で
７０アイテム。素早く打てるように全部をレ
ジに設定するために悩んでるんだ。また、お
客さんから領収書の説明を求められることも
あると思うんだ。それでさっき、頭にきて母
さんに当たってしまったんだ」

父�「そうそう。法人会で聞いたけど来年の３月
までにレジとか購入したら購入額の２／３ほ
どの補助金が出るみたいだね。」

勇�人「それは助かる。うれしいな。早速調べて
みよう。」

父「それで母さん、経理はどうなるの。」
母�「たいへんなの。インボイスになるんですっ
て。」

父「インボイスって何？」
母「インボイスは・・・・」

インボイス制度・・・平成３３年４月
から登録事業者が発行したインボイス（適格請
求書）の保存を要件に仕入税額控除を認める制
度です。適格請求書を発行した事業者名と登録
番号など９点の記載が必要です。また、平成
２９年４月より平成３３年３月までは「区分記
載請求書」を保存すれば仕入税額控除が認めら
れます。（軽減税率対象品目であることを示す
※印と税率ごとの合計額を記載）
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母�「区分記載請求書は、もう来年の４月からな
ので１年ないの、準備が遅れているの。売上
は税率ごとに区分して集計しないといけない
し、経費も税率ごとに正しい消費税が適用さ
れているか確認して細かく集計する必要があ
るの。」
父�「たいへんだね。軽減税率の経理の事務時間
はどれだけ増えるの？」
母�「そうね。年間で売上と領収書の伝票点
数は２,３００くらいで経理の所要時間が年
６００時間だから３割増しだったら年１８０
時間増えるかしら。」
父�「うわーたいへん。でもこういう計算が困難
な場合は簡便な計算方法があるのかな？」
母�「あるわ。えーとね、売上税額と仕入税額
の計算特例があるの。適用期間は平成２９年
４月から平成３０年３月までね。（一部の特
例は中小事業者の場合平成３３年３月まで）。
これで計算すれば税率ごとに区分するのに簡
便な計算ができるの。」
父�「よかったね。適用期間も伸びるといいね」
「あ。そう言えば思い出した。母さんに長々
と説明してもらって悪いけど。うちの店は
年々売上が下がって来年から免税事業者にな
るんだったよね。」
母�「そうなの。売上が年々減少しているの。前
期の売上は年１,０１０万から年９２０万に落ち
ました。だから、来期から免税事業者になる
の。」
父�「それだったら。インボイスも税額の集計計
算も必要ないのでは？」
母�「それがね、大変な事になったの。平成３３
年から免税事業者でも税金を払う「事業者の
届け」を出さないと、うちの店の場合は廃業
の可能性があるの。」
父�「え、どういう事？」
母�「免税事業者は、課税事業者選択届を提出し
て消費税を納めないと事業者番号のインボイ
スの発行ができないの。」
父�「え、インボイスの発行ができなかったら大
変だ。うちのお客の３割はレストランだけど、
このままだと大きいパン屋さんにお客さん取
られてしまうぞ。」「３割の約３００万の売上
が減って年７００万弱の売上になったら苦し
いなあ。今でさえ３人の給与はギリギリなの

に、もう俺と母さんの給与は０だぞ。」
母�「そうねえ。今回の消費税改正は中小企業に
は負担がかかる内容だけど、免税事業者の零
細企業にはもっと大変な内容なのね。」

父�「でも、まあ。元々、免税事業者はお客さん
から預かった消費税を納めないで「益税」に
なり世間からの批判があったから仕方ない
な。じゃー、いずれ適格請求書発行事業者
の登録をして平成３３年からはインボイスを
しっかり発行できるお店になるぞ。大丈夫。
早めに準備すれば何とかなるさ。ピンチを
チャンスに変えよう。」

母   長男「はーい、頑張ります。」

[ 資料は平成２８年４月時点の法令等 ]

税理士  能勢 俊一

Profile　能 勢   俊 一
税理士、行政書士、弥生会計インストラクター

・税理士登録は平成元年。
　スタッフ１２名。
・‌�住宅展示場等の相談会は多
数開催、各種セミナー講師。
昨年８月の東京八重洲ホー
ルでの講演は好評

・弥生会計ソフト教室開催
　（インストラクター５名）
・‌�趣味はフットサル、愛車は
マーチプリンセス

■事務所　能勢税務会計事務所
　　　　　小平市学園西町２- １８- ２９
■ TEL	 042-343-7271
■ FAX	 042-343-7260
■ e-mail	z@nose-ao.com
■URL　http://www.kaikei-home.com/nose/

まとめ
　軽減税率が始まるまであと１０ヶ月ほどで
す。準備が遅れると大変です。今回は飲食店
が題材でしたが、業種によっては経理等の負
担が違います。また、区分記載請求書発行の
機器、ソフト探しと使いこなすまでに時間を
要します。早めの検討が必要ですね。（経過
措置、適格簡易請求書は割愛）

社
長 

６２
歳

息
子 

３２
歳

  

母  

５７
歳
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税 署 よ務 だ り

　個人の方が、熊本地震により被害を受けられた方を支援するために支払った次の①〜③の
義援金（寄附金）は、寄附金控除の対象となります。
　なお、この義援金は、ふるさと納税に該当するため、個人住民税の寄附金税額控除の対象
となります。

（その年中に支出した寄附金の合計額※ ）− 2 千円  =  寄附金控除額
※所得金額の４０%相当額が限度となります。

　寄附金控除の適用を受けるためには、これらの控除に関する事項を記載した所得税の確定申告書
を提出する必要があります。
　なお、確定申告の際には、寄附金を支払ったことが確認できる書類（注）を確定申告書に添付する
か、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。

（注）「寄附金を支払ったことが確認できる書類」は、次のいずれかの書類です。
　　①地方公共団体の災害対策本部や義援金配分委員会等が発行する受領証
　　②募金団体の預り証
　　③金融機関等で支払った場合の振込票等の控え（その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。）
　　※‌�上記③の場合は、募金要綱、募金趣意書、募金団体のホームページの写しなど、振込口座が義援金の受付

専用口座であることが分かる資料も併せて必要になります。

※ふるさと納税に関する詳しい情報は、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。

（注）‌�上記①〜③以外の義援金（寄附金）であっても、募金団体が財務大臣から指定を受けている場合など、一定の
要件を満たしていれば、寄附金控除の対象となる場合があります（詳しくは、募金団体にご確認ください。）。

 個人の方が義援金を支払った場合の税務上の取扱い

義援金を支払った場合の税務上の取扱いについて

●寄附金控除の計算式

●寄附金控除の適用を受けるための手続

税務職員を装った者からの年金・マイナンバー制度アンケート等と称する不審な電話や「振り込め詐欺」などにご注意ください。

  ①  地方公共団体に対する義援金（国が募集する義援金を含みます。）

  ②  熊本県下や大分県下の災害対策本部に対する義援金

  ③  �募金団体を通じて、被災地の地方公共団体に支払われることが明らかな義援金 
 （詳しくは、募金団体にご確認ください。）
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　会社などの法人が、熊本地震により被害を受けられた方を支援するために支払った義援金
の税務上の取扱いについては、義援金（寄附金）の区分によって、次のとおりとなります。

〇　熊本県下や大分県下の災害対策本部に対する義援金
　⇒❶ 被災した地方公共団体に対する寄附金

〇　日本赤十字社が被災者支援のために受け付ける義援金（平成２８年熊本地震災害義援金など）
　⇒❶ 被災した地方公共団体に対する寄附金
　（注）‌�日本赤十字社に対して支払った義援金であっても、例えば、日本赤十字社の事業資金として使用されるなど、最終

的に地方公共団体に拠出されないもの（財務大臣が指定した寄附金に該当しないものに限ります。）は、特定公益増
進法人に対する寄附金に該当します。

〇　‌�公益社団法人・公益財団法人に対する義援金（その法人の主たる目的である業務に関連する義
援金に限ります）　　　　

　⇒❸ 特定公益増進法人に対する寄附金

〇　‌�被災地域の救援活動等を行っている認定 NPO 法人等に対する義援金（その認定 NPO 法人等
の行う特定非営利活動に係る事業に関連する義援金に限ります。）

　⇒❹ 認定NPO法人等に対する寄附金
　（注）‌�認定NPO法人等とは、特定非営利活動促進法第 2条第 3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第 4項に

規定する仮認定特定非営利活動法人をいいます。

〇　‌�NPO 法人（認定 NPO 法人等以外のもの）、職場の有志で組織した団体などの人格のない社団
等に対する義援金

　⇒❺ 一般の寄附金

　地方公共団体に対する寄附金等及び特定公益増進法人等に対する寄附金を損金に算入するには、
法人税の確定申告書にその金額を記載し、寄附金の明細書を添付するとともに、所定の書類を保存
している必要があります。

個人が支出した寄附金の控除及び法人の寄附金の損金算入限度額の計算方法などについて、さらに詳しくお知
りになりたいときは、国税庁ホームページ掲載の「暮らしの税情報『寄附金を支出したとき』」をご覧ください。
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
（ホーム>税について調べる>パンフレット・手引き>パンフレット「暮らしの税情報」>寄附金を支出したとき）

●具体的な義援金の支払例と税務上の取扱い

●損金算入するための手続

 法人が義援金を支払った場合の税務上の取扱い

税に関する情報は国税庁ホームページへ www.nta.go.jp

義援金（寄附金）の区分 法人税の取扱い

❶  被災した地方公共団体に対する寄附金
支払った額の全額が損金算入

❷  財務大臣が指定した寄附金

❸  特定公益増進法人に対する寄附金 一般の寄附金とは別枠で、寄附金の合計額と一定の特別損
金算入限度額のいずれか少ない金額まで損金算入❹  認定 NPO 法人等に対する寄附金

❺  一般の寄附金（上記以外） その法人の資本金や所得に応じた一定の限度額まで損金算入



告
報

講師：藤田法人審理担当上席 講師：羽生審理担当官 研修状況

研修状況

講演状況

講師：守富 哲夫 氏

講師：平山 貴之 氏
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　４月２５日（月）から５月２３日（月）の間、全ての支部合
同・部会報告会に連接して恒例の税制研修会が開催されまし

た。講師は東村山税務署法人課税第１部門藤田法人審理担当上席と羽生審理担当官の２名
にお願いし、『平成２８年度税制改正について』丁寧に解説していただきました。

　５月９日（月）清瀬商工会館と同月１３日（金）
ブリヂストンクラブ及び同月１７日（火）東村山法
人会館において「軽減税率の課題と取組について」

と題する研修会が開催されま
した。
　講師は税理士・元相模原税
務署長の守富哲夫氏にお願い
し、具体的な事例等をもって
要点やこれから準備すべき事
項等をわかりやすく解説して
いただきました。

　４月２５日（月）東村山法
人会館において青年部会主催
の経営講演会が開催されまし
た。講師にティーペック（株）
特別認定講師平山貴之氏を
お招きし、「メンタルヘルス対策と雇用トラブル」について具体的な注意点等を重視した若手経
営者のためになるご講演をいただきました。

支部・部会研修会報告

税制研修会

軽減税率に関する研修会

青年部会講演会



告
講師：室橋源泉審理担当上席

講師：三澤雅史氏

講師：上甲覚氏

お辞儀の実践演習

セミナー状況 7

　５月１９日（木）１０時より法人会館において今年度で４回目となる「ビジネスマナー
研修」が開催されました。会員及び地域の会社から１３名の新入社員や中堅社員の方が

参加され、講師であるミサワ
ＴＧ＆Ｓオフィス㈱代表取締
役三澤雅史氏からビジネスマ
ンの必須要件である基本的な
仕事の進め方などについて実
践的に学習しました。

報 

告

報 

告

報 

告

源泉所得税実務研修会を開催しました

事業承継税制セミナーを開催しました

ビジネスマナー研修を開催しました

　４月８日（金）法人会館において源泉所得税実務研修会が開催されました。今回の研
修は東村山税務署法人課税第２部門室橋源泉審理担当上席
に講師をお願いし、午前の第１部「源泉所得税入門コー
ス」、午後の第２部が「源泉所得税の実務」の２部構成で
行われました。
　第１部では実務経験の少ない参加者に対し源泉所得税に
ついての基礎的事項の説明を、第２部では実務経験者に対
し問題演習を主体に説明して頂きました。

　５月２６日（木）１５時より、法人会館において東村山法人会主催の事業承継税制セミ
ナー「税金を猶予・免除してもらって賢くお得な事業承継を！」が開催されました。講師に
（株）国土工営コンサルティング
事業部の上甲覚氏をお迎えし事
業承継税制内容概略から活用のメ
リットまで初心者でも分かりやす
く解説して頂きました。今後は、個
別相談会等も開催致します。

【講　　師】元プロサッカー選手　　　　　　　   氏
【日　　時】平成２８年７月１５日（金）１９時開演
【会　　場】コール田無（西東京市田無町３-７-２）
【お問合せ】東村山法人会事務局　☎０４２-３９４-７６５４
 先着順１６０名様まで　定員になり次第締切とさせていただきます

青年部会主催
経営講演会

プロスポーツと
地域経済トークショー

ご案内

武田 修宏 
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社労士
column

【平成２７年４月から１２月までに実施した監督指導結果】
❶ ‌�１監督指導の実施事業場 …………………………………8,530 事業場
　　このうち、6,501 事業場（全体の 76.2％）で労働基準法などの法令違反がありました。

❷ ‌ ‌�‌�主な違反内容［❶のうち、下記１）から３）の法令違反で是正勧告書を交付した事業場］
　　１）違法な時間外労働があったもの……………………4,790 事業場（56.2％）
　　　　‌�このうち、時間外労働（法定労働時間＝原則、1 日 8 時間・1 週間 40 時間を超える労働のほか、

法定休日における労働も含む）の実績が最も長い労働者の時間数が
　　　　１か月当たり 100 時間を超えるもの………………2,860 事業場（59.7％）
　　　　１か月当たり 150 時間を超えるもの………………   595 事業場（12.4％）
　　　　１か月当たり 200 時間を超えるもの………………   120 事業場（2.5％）
　　　　１か月当たり 250 時間を超えるもの………………     27 事業場（0.6％）
　　２）賃金不払残業があったもの…………………………   813 事業場（9.5％）
　　　　このうち、時間外労働の最も長い労働者の時間数が
　　　　１か月当たり 100 時間を超えるもの………………   362 事業場（44.5％）
　　３）過重労働による健康障害防止措置が未実施………1,272 事業場（14.9％）

以下、略　厚労省ＨＰより
❸ ‌ ‌�‌�２０１５年には靴の販売店を運営する企業が書類送検された例がありますが、厚労省は、新年度より、

立ち入り調査の対象を月８０時間を超える残業をしている従業員が１人でもいると疑われる企業と
しました。これまで残業が月１００時間を超えると心臓疾患などのリスクが高まるとの医学的な根
拠に基づき企業を立ち入り調査してきましたが、今後は、月８０時間を超える残業があった企業を
立ち入り調査の対象とします。その結果、違法な時間外労働や残業代の未払いなどの法違反が見つ
かった場合は是正勧告し、違反行為を改めるよう求めます。是正勧告しても改善しない企業は労基
法違反で企業名公表を行い、さらに悪質な場合は書類送検することになります。

　今後、早急に現状の労務環境を労使で十分に検証したうえで、法令順守は当然ながら、並行してムダ・
ムリ・ムラを極力排除しながら快適な職場環境の形成をし続けることが、企業価値のアップと企業存続
につながるのではないでしょうか。

厚労省が長時間労働の疑われる
事業場に対する監督指導結果を
公表しました。

▼ 8,530 事業場の半数を超える 4,790 事業場で違法な時間外労働を摘発▼

石津  雄美（いしづ  たかよし）平成２８年６月１日現在筆 者 紹 介
石津社労士事務所　所長（特定社会保険労務士、東京都社労士会武蔵野支部所属）
オールフォーオール　代表‌（‌�経営コンサルタント、医療労務コンサルタント、国分寺商工会会員、国分寺市役所行政協力相談員、

板橋青色申告会会員、東京都商工会連合会エキスパートバンク担当専門家、シーツー（株）代理店、
Ｏ３Ｓ（ワンストップソリューションサービスチーム）＝ AFLAC 主宰、マイナンバー推進協議会会員）

■昭和５３年	‌� 中央大学法学部法律学科卒業 
損害保険会社支社長、コンサルティング会社営業部長を歴任

■保 有 資 格 	‌� ライフ・コンサルタント（生保協会）、年金アドバイザー３級（銀行業務検定）、
社会保険労務士（平成１０年１１月）

■平成１８年	 第１回個別労働紛争解決手続代理業務資格―特定社労務士資格取得
■平成２７年４月１日	 医療労務コンサルタント取得（全国社会保険労務士会連合会）

■所在地
〒１８５- ０００２ 国分寺市東戸倉 2-7-1  雅ミヤビ１７ワイズ D
■ T E L	 090-1738-7991
■ e-FAX	 03-4496-5373
■ e-MAIL	 07159596012 ＠ jcom.home.ne.jp
■ H　P	 http://www.just.st/7162591

略
　
　
歴

事  

務  

所
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■日　　時　‌�６月３０日（木）午前１０時〜正午
■場　　所　‌�市民センター（東村山市本町１-２-３）
■問合せ先　‌�‌�東村山市市民協働課 

☎（０４２）３９３－５１１１（代）
■対　　象　‌�小中学生のお子さんをもつ保護者世代

のかた
　※対象以外のかたは傍聴のみとなります。
　※申込み不要、直接会場へ

■日　　時　‌�①６月２６日（日） 
②１２月３日（土）・４日（日）

　　　いずれも午前９時３０分〜（売り切れ次第終了）
■場　　所　‌�コミュニティプラザひまわり 

（清瀬市下清戸一丁目２１２-４）
　　　※直接会場へ。駐車場には限りがあります。
■問合せ先
きよせひまわり市実行委員会事務局（清瀬商工会内）　　
☎０４２-４９１-６６４８　または
清瀬市産業振興課　☎０４２-４９７-２０５２

東村山 清　瀬
小中学生保護者世代の市民と

市長の対話集会

「タウンミーティング」

きよせひまわり市

★‌�手話通訳・要約筆記が必要なかたは、開催
日の１週間前までにファクスで市民協働課�
（ＦＡＸ３９３－６８４６）へ

　毎年恒例となった農業者・商工業者連携に
よるイベント「きよせひまわり市」を、今年
も開催します。新鮮野菜や、特産のにんじん

を使用したお菓子・ジャム、やきそばなどの販売を行う
ほか、今回は初めてフリーマーケットの出店も予定して
います。

【住所】東京都東久留米市氷川台１-１２-２

毎
年
８
０
０
名
弱

本
殿
に
て
、
祈
願

の
参
拝
に
来
訪
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

元
旦
祭
は
、
氏

子
の
方
が
、
参
拝

者
の
方
達
に
、
御

神
酒
を
振
る
舞
い
、

お
札
、
お
守
り
、

破
魔
矢
等
を
準
備
し
、
祈
願
の
祭
礼
等

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
門
前
商
友
会
等
が
、
夏
祭
り
に
、

氷
川
神
社
を
出
発
点
に
し
て
、
地
域
の

子
供
達
が
子
供
神
輿
を
担
ぎ
、
商
店
街

を
巡
行
し
て
い
ま
す
。
又
、
門
前
自
冶

会
が
、
夏
休
み
ラ
ジ
オ
体
操
（
１
週
間
）

を
氷
川
神
社
の
境
内
で
行
い
、
参
加
者
が

延
べ
約
７
０
０
人
参
加
し
、
継
続
し
て
４６

年
間
行
っ
て
い
ま
す
。
地
域
住
民
達
の
、

大
切
な
絆
作
り
、
及
び
、
ふ
れ
あ
い
交

流
の
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

門
前
氷
川
神
社
は
、
文
明
時
代
（
５
２
９

年
前
：
１
４
６
９
〜
１
４
８
６
年
祠
）
か
ら
、

こ
の
地
域
に
住
み
着
い
た
住
民
に
よ
っ
て
祀

ら
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
（
周
辺
か

ら
発
掘
さ
れ
た
祠
か
ら
推
定
）。

　

本
殿
は
、何
度
か
再
建
築
さ
れ
て
い
ま
す
。

神
社
の
周
辺
は
、
黒
目
川
の
豊
か
な
水
を
活

用
し
て
、
稲
作
づ
く
り
が
数
百
年
前
か
ら
行

わ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

氷
川
神
社
の
大
祭
は
、春
季
、夏
季
、秋
季
、

元
旦
大
祭
等
の
４
回
、
神
主
・
氏
子
達
が
祭

礼
の
儀
式
を
行
っ
て
い
ま
す
。
元
旦
祭
は
、

地
域
の
恒
例
の
行
事
に
な
り
、
参
拝
者
が
、

地
域
の
名
所

地
域
の
文
化
の
継
承
！ 

門
前
氷
川
神
社
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－都税についてのお知らせ－
立川都税事務所からのお知らせ

便利な電子申告・電子納税等をご利用ください！
　東京都では、現在、法人事業税・地方法人特別税・法人都民税、２３区内の事業所税、２３区内の固定資産
税（償却資産）について、eLTAX（地方税ポータルシステム）を利用した電子申告等の受付を行っています。
　東京都で現在利用できる手続きは下表のとおりです。

  eLTAXのご利用時間
【各手続きの受付時間】‌�平日８時３０分〜２４時（土・日・休日、年末年始１２/２９〜１/３を除く）
  利用手続についてのお問い合わせ
【　　　  ホームページ】http://www.eltax.jp/　　　エルタックス　検索　　　　
【　　　  ヘルプデスク】‌�‌�‌�☎０５７０-０８１４５９‌ 

（上記電話につながらない場合：☎０３-５５００-７０１０） 
平日９時〜１７時（土・日・休日、年末年始１２/２９〜１/３を除く）

  申告内容や納税についてのお問い合わせ
【電子申告、電子申請・届出】立川都税事務所事業税課法人事業税班　☎０４２-５２３-３１７４
【電子納税】立川都税事務所徴収課徴収管理班　☎０４２-５２３-３１８１

参加費
無料！！

東村山法人会

セミナーのご案内
決算法人説明会 　７月６日（水）　 13 時 30 分〜 16 時

決算法人説明会 　８月３日（水）　 13 時 30 分〜 16 時

新設法人説明会 　７月５日（火）　 13 時 30 分〜 16 時 10 分

税務教室「寄附金と交際費等」 　６月２４日（金） 15 時〜 16 時

税務教室「減価償却の概要」 　８月２３日（火） 15 時〜 16 時

法人事業税・地方法人特別税・法人都民税 事業所税（２３区内） 固定資産税（償却資産）
（２３区内）

電子申告
〇予定申告　　　〇中間申告
〇確定申告　　　〇均等割申告
〇清算確定申告　〇修正申告　　　など

〇納付申告　〇修正申告
〇免税点以下申告
〇事業所用家屋貸付等申告

〇償却資産申告

電子申請・
届出

〇法人設立・設置届出　〇異動届出
〇中小企業者向け省エネ促進税制による減免申請
〇申告書の提出期限の延長の処分等の届出・承認申請
〇法人税に係る連結納税の承認等の届出　など

〇事業所等新設・廃止
〇事業所税減免申請
〇みなし共同事業に関する明細

———————

電子納税 〇本税の納付　　〇延滞金の納付
〇加算金の納付　〇見込納付（確定申告分のみ）

〇本税の納付　〇延滞金の納付
〇加算金の納付 ———————

※決算法人説明会はどちらの日程も同一内容です。ご都合のよい日にお越しください。

どなたでも参加できます！
参加ご希望の方は東村山法人会事務局にお電話ください。☎042-394-7654
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　はじめまして。
　ウチダ印刷株式会社は、先代の父が西東京市柳沢（青梅
海道沿い）で創業以来、５０年にわたり印刷サービスを提
供させていただいております。
　現在は二代目の私のもと、個人のお客様をはじめ、企業
様、西東京商工会様、西東京市役所様等多くの皆様からご
注文をいただいております。
　「親切・丁寧」をモットーにお客様一人一人のご要望に
沿ってデザインから印刷・製本までいたします。ご予算に
合わせたお見積のご提案と、ご納期に合わせた工程表で計
画的に作業を進めてまいります。
　メール、電話のやり取りだけでなく、「顔の見える営業」
でお客様を大切にし、より良い印刷物を作成しております。
　今後の目標としましては、今までの企業理念を守りなが
らも、昨年末にリニューアルしましたホームページを活用
して様々なパックメニューや新商品のご提案をすすめてい
きたいと思っております。新商品のご提案は簡単なことで
はありませんがチャレンジし続けてまいります。
　また弊社は、今まで多くの方々にご愛顧を頂きそして何
よりも地域の方々に支えられてまいりました。これからはますます地域との関わりを大切にし、地域ボ
ランティア活動にも積極的に参加してまいりたいと思っております。
　今後ともウチダ印刷株式会社をよろしくお願いいたします。

ウチダ印刷株式会社　代表取締役　内田　淳

ウチダ印刷 株式会社
地域密着！ 親切・丁寧がモットー！
印刷のことならウチダ印刷におまかせください。

《リニューアル後のホームページ》

皆様ぜひお越しくださいウチダ印刷 株式会社
〒２０２- ００２２
東京都西東京市柳沢５-１-１７
TEL ０４２- ４６１- ６９０２（代）
FAX０４２- ４６４- ８２８８
E-mail:support@uchidainsatsu.jp
http://uchidainsatsu.jp/
営業時間／AM ８: ３０〜 PM ７: ３０
定休日／第１土曜日、日曜、祝日



多くのお客様に
お申込み
いただいて
おります！

契約者数24万件突破！（2016年4月5日時点）

※法人会専用ホームページでもご案内しています

東京ガス株式会社
エネルギー提案推進部　第１グループ
東京法人会連合会さま　担当窓口宛て

03 ー 5322 ー 7748
denki@tokyo-gas.co.jp

お申し込み
手続きは簡単！
解約料も

かかりません

トップクラスの
低価格！

1ヶ月分以上の電気検針票をメールまたは
FAXでご提供いただければ、料金メリットが
出るかお知らせいたします。
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法人会にご入会ください
法人会は法人の学校であり良き相談相手を見つけることが出来る魅力ある経営者の団体です
　　１）‌�税務、経営等に関する様々な説明会、研修会及び無料労務相談を行っております。‌

決算法人説明会、新設法人説明会、税務教室、e-Tax・eLTAX講習会、パソ
コン教室など税務、経営に役立つ研修を開催しています。

　　２）本部、ブロック、支部による会員相互の異業種交流を積極的に行っています。

法人会は幅広い相互扶助事業を行っています
　　１）‌�生命保険と損害保険を組み合わせた事故死亡の場合最高１億円の保障が得ら

れる経営者大型保障制度に加入できます。
　　２）特定退職金共済制度に加入でき大企業なみの退職金制度を確立できます。
　　３）経営者、従業員の健康管理のため生活習慣病健診を特別料金で受診できます。

法人会は税制改正要望運動を推進しています
　　‌�　全国８５万社の法人会の大きな力で、税法が私達中小法人に有利になるよう税制
改正要望運動を行っています。

ご入会に関するお申し込み・お問い合わせ　東村山法人会　TEL０４２-３９４-７６５４

新入会員紹介コーナー
自平成２８年３月１日〜至平成２８年４月３０日に入会された会員

1
2
3

所属支部名 所　在　地 法　人　名 代表者氏名 電 話 番 号

東村山第１支部 東村山市栄町１-１０- ６
ウイングヒルズ久米川３０２ 看板のニッセン 中 島　 広 ０４２- ３９５- ８４９６



ひ
ひとと 人人

【所在地】
東久留米市南沢２-１３-１１

【交通アクセス】
①‌�イオンバス「笠松坂」停留所

から徒歩２分
②‌�ひばりヶ丘駅から西武バス「東

京道」下車徒歩７分

ゆいまぁる南沢

特定非営利活動法人　地域ケアネットワーク　ゆいまぁる
■所在地　〒２０３-００５３ 東久留米市本町１-４-４５　アーク東久留米１階 
■法人代表	　‌�TEL ０４２-４７９-５７７２／FAX ０４２-４７９-２３３７
■E-Mail／chiikinet10@yuimarlu.jp　■URL／http://www.yuimarlu.jp/

６月開設「ゆいまぁる南沢」
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１
９
９
５
年
、
阪
神
大
震
災
の
ニ
ュ
ー

ス
を
私
は
所
沢
に
あ
る
国
立
身
障
リ
ハ
ビ

リ
セ
ン
タ
ー
で
見
ま
し
た
。
当
時
、
西
東

京
市
の
障
害
当
事
者
団
体
で
移
送
サ
ー
ビ

ス
や
介
護
の
仕
事
を
し
て
い
て
、
そ
の
日

も
重
度
の
ハ
ン
デ
ィ
を
持
つ
Ｔ
さ
ん
と
一

緒
に
通
院
の
待
ち
時
間
、
Ｔ
Ｖ
画
面
の
衝

撃
は
今
も
鮮
明
に
蘇
り
ま
す
。
そ
し
て
３

月
、
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
・
・
・
。

　

５
人
の
子
を
地
域
の
大
勢
の
方
の
手
を

借
り
て
育
て
な
が
ら
社
会
の
様
々
な
課
題

に
向
き
合
う
中
で
「
自
分
に
何
が
で
き
る

だ
ろ
う
」
の
問
い
が
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な

り
、
手
足
が
勝
手
に
動
き
始
め
ま
し
た
。

　

４
月
、
最
初
に
「
金
曜
遊
ぼ
う
会
」
と

い
う
ミ
ニ
ミ
ニ
児
童
館
の
真
似
事
を
始
め

ま
し
た
。毎
週
金
曜
日
は
仕
事
を
休
み
、「
や

く
そ
く
な
し
で
あ
そ
ぼ
う
！
」
と
自
宅
を

開
放
。
と
い
っ
て
も
敷
地
僅
か
２８
坪
程
の

狭
い
我
が
家
で
は
限
界
が
あ
り
、７
月
オ
ー

プ
ン
の
地
域
セ
ン
タ
ー
開
設
時
に
は
そ
こ

で
の
活
動
に
移
行
。「
紙
ト
ン
ボ
作
り
」、

「
パ
ン
ト
マ
イ
ム
教
室
」、「
忍
者
修
行
」
等
、

の
び
の
び
遊
べ
と
良
い
思
い
出
で
す
。

　

こ
の
時
の
経
験
か
ら
、「
個
人
宅
活
動
の

限
界
」
と
「
行
き
た
い
時
に
行
け
る
居
場

所
の
必
要
性
」
を
強
く
感
じ
、
以
降
「
地

域
の
居
場
所
」
創
り
目
指
し
て
周
囲
の
人

を
巻
き
込
む
こ
み
２０
年
以
上
経
過
し
ま
し

た
。
足
元
の
課
題
の
で
き
る
こ
と
か
ら
取

り
組
む
こ
と
で
、
目
指
す
「
居
場
所
」
に

近
づ
く
と
考
え
ま
し
た
。
特
に
少
子
高
齢

化
の
課
題
に
対
応
す
る
在
宅
支
援
活
動
は

身
近
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
介
護
保
険
制
度

開
設
に
備
え
ケ
ア
マ
ネ
資
格
取
得
、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
勉
強
、
と
家
事
ホ
ッ
タ
ラ
カ
シ
の
ダ

メ
主
婦
誕
生
で
し
た
が
、
夫
に
感
謝
！

　

同
じ
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
人
、
特
に

地
域
で
暮
ら
す
女
達
は
珍
し
く
な
く
、
各

地
に
住
民
参
加
型
の
支
援
グ
ル
ー
プ
が
生

ま
れ
、
１
９
９
９
年
に
設
立
し
た
「
地
域

ケ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
も
そ
の
ひ
と
つ
で

す
。「
多
世
代
、多
様
な
人
と
支
え
合
っ
て
、

老
い
て
も
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く

り
を
市
民
参
加
で
」
と
い
う
理
念
の
も
と
、

一
人
の
人
を
支
え
る
為
に
必
要
な
、
ケ
ア

マ
ネ
、
ヘ
ル
プ
、
デ
イ
、
小
規
模
多
機
能
、

配
食
、
福
祉
有
償
運
送
等
の
サ
ー
ビ
ス
を

１
０
０
人
の
職
員
で
分
担
し
て
い
ま
す
。

「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
」
と
い
う
こ
と
で
、
最
初
は

事
務
所
物
件
を
借
り
る
こ
と
も
困
難
で
し

た
。「
非
営
利
」
と
は
「
利
益
目
的
」
で
は

な
く
「
理
念
、目
標
」
目
的
の
こ
と
で
す
が
、

収
支
が
「
赤
」
で
は
活
動
を
継
続
不
能
＝

理
念
達
成
も
で
き
ま
せ
ん
。
必
要
な
事
業

性
を
確
保
し
、
職
員
の
処
遇
が
サ
ー
ビ
ス

の
質
に
直
結
す
る
こ
と
を
、
そ
こ
か
ら
の

信
用
が
組
織
の
土
台
で
あ
る
こ
と
を
大
勢

の
人
に
教
わ
り
、「
マ
マ
ゴ
ト
経
営
」
か
ら

の
脱
皮
を
図
っ
て
い
ま
す
。
設
立
時
、
一

人
３
、０
０
０
円
の
会
費
と
「
思
い
」
が
全

て
で
し
た
。現
在
、東
久
留
米
市
内
の
本
町
、

八
幡
町
、
南
沢
の
３
拠
点
で
利
用
者
や
家

族
だ
け
で
な
く
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
会
員
、

他
事
業
者
等
の
大
勢
の
皆
様
に
支
え
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。
そ
の
お
か
げ
で
、
こ

の
６
月
、新
「
ゆ
い
ま
ぁ
る
南
沢
」
を
「
地

域
の
居
場
所
」
と
し
て
開
設
し
ま
す
。
カ

フ
ェ
も
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
お
越
し
く
だ

さ
い
！

特定非営利活動法人　地域ケアネットワーク ゆいまぁる
「地域の居場所」創りを目指して

理 事 長　八 幡　茂 子 さん



法人会 イータックス 検索法人会は会社経営の効率化のために
e-Taxの普及を支援しています。

さらに詳しくは
WEBへ www.e-tax.nta.go.jp

e-Taxを利用して電子申告等をした後に、届出をした預貯金
口座から、簡単な操作で即時又は期日を指定して納付するこ
とができます。

e-Tax国税電子申告・納税システム

納税にはダイレクト納付が便利です！

「e-Tax」なら国税に関する申告や納税、
申請・届出などの手続が
インターネットで行えます。 電子申告で電子申告で

効率UP!効率UP!

※事前にダイレクト納付利用届出書の提出が必要です。 
※届出書の提出から利用可能となるまで、1か月程度かかります。

所得税及び復興特別所得税の確定申告期間中は
e-Taxが24時間利用※できるので、
国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」を利用して
申告書等を作成すれば、時間を選ばず自宅で手続が
行えます。 ※メンテナンス時間を除きます。

e-Taxを利用して
所得税及び

復興特別所得税の
申告をすると

こんなメリットが！

添付書類の
提出省略（注）

還付が
スピーディー

（注）法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出
又は提示を求められることがあります。

●法人会　e-Tax広告2016　B6/4C

◇お問い合せ先　(一社）東京法人会連合会

（東京法人会連合会が負担します。）

東京法人会連合会　事業課 
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レンタルサ　ビス！

ミナー

ー
DVDセセセセミナーミナー
DVDDVD

レンタルサービス！レンタルサービス！

イ ン タ ー ネ ット

タ ル 予 約で レ ン
会員だけの
　特典!!

料金無料! !

多彩なバリエーションと一流の講師陣による豊富なコンテンツが満載

豊富なセミナーと一流の講師陣がバックアップします。

東村山法人会ホームページ「http://www.tohoren.or.jp/higashimurayama/」よりお申込み頂けます!!

■一般経営■政治経済■環境・高齢化■健康・ライフスタイル■著名人 ■実務家■労務■税務・財務・経理■法律■研修・人材育成

インターネットから見たいセミナーが予約できます。会社や自宅にいながら
インターネットで

ポストにご返却ネットでお申し込み
オフィス・ご自宅
　　　お届け

STEP1 STEP2 STEP3

　今すぐ
クリック !

忙しくてセミナーや研修会に などに最適。

できるので、興味あるDVDやCDが予約できます。サンプル視聴
参加できない方

男性の部優勝　日比さん 女性の部優勝　早坂さん

井上組織・厚生委員長の挨拶 林副会長による乾杯白熱したプレー 懇親会食

15

東村山法人会
厚生親睦チャリティゴルフ大会実施報告

第２３回
報 告

　平成２８年６月２日（木）高坂カントリークラブにおいて第２３回厚生親睦チャリティゴルフ大
会が開催されました。当日は、男性９１名、女性１２名の皆さんが米山・岩殿２コースで白熱した
プレーを展開しました。受託３社の他、ギャラリー桜井さん、高坂CCからも多数の賞品をいただ
きました。なお、集まったチャリティ募金については７月の組織・厚生委員会において募金先等を決定し、
皆様にご報告致します。男性の部では清瀬の日比靖仁さんが、女性の部では小平の早坂直美さんが見事
優勝されました。

日　比　 靖 仁（清瀬）
（Ｇ８５、ＨＣ１３.２、Ｎ７１.８）
長谷川　 貴 弘（小平）
（Ｇ９７、ＨＣ２５.２、Ｎ７１.８）
神　石　 直 樹（小平）
（Ｇ９５、ＨＣ２１.６、Ｎ７３.４）

（大会規程より、同点の場合は年齢により決定しています）

早 坂　直 美（小平）
（Ｇ１００、ＨＣ２５.２、Ｎ７４.８）
浅 見　正 美（東村山）
（Ｇ９６、ＨＣ１９.２、Ｎ７６.８）
菅 原　照 子（清瀬）
（Ｇ１０１、ＨＣ２４.０、Ｎ７７.０）

上位入賞者

男性 女性
優勝 優勝

3位 3位

準優勝 準優勝



白石副会長
挨　拶

尾林副会長
挨　拶

林副会長
挨　拶

交流会
交流会

交流会

報告状況
報告状況

報告状況

16

報 告
　４月２５日（月）青年部会を皮切りに５月２３日（月）までの間に各支部及び部会の第４回
報告会が開催されました。各報告会では、平成２７年度事業報告と決算及び平成２８年度事業
計画と収支予算の報告が行われ、その後開かれた交流会で会員相互の懇親を深めました。

支部合同・部会報告会実施報告

東 村 山
（５月１７日（火） 東村山法人会館）

西 東 京
（５月２３日（月）イチョウ・ホール）

小　平
（５月１３日（金）ブリヂストンクラブ）



村野副会長
挨　拶

篠宮部会長
挨　拶

髙橋副会長
挨　拶

白石部会長
挨　拶

交流会

交流会

交流会

交流会

報告状況

報告状況

報告状況

報告状況

17

東久留米
（５月１３日（金）東久留米商工会館）

青年部会
（４月２５日（月）東村山法人会館）

清　瀬
（５月９日（月）清瀬商工会館）

女性部会
（４月２７日（水）東村山法人会館）
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　平成27年度の全法連・東法連感謝状及び記念品の贈呈式が６月１５日（水）
明治記念館で来賓の皆様ご臨席のもと盛大に行われました。

全法連・東法連の表彰者

【敬称略・支部順】

全法連功労者表彰受彰者 東法連功労者表彰受彰者

東法連会員増強功労者表彰受彰者

〈小平〉小田宗一（監事）
〈東久留米〉髙橋博文（副会長）

・本部役員功労者
 〈西東京〉鎌田忠詞（税制・社会貢献委員長）
・単位会功労者
 〈東村山〉髙萩武博（支部長）
 〈小平〉藤島正喜（事業研修委員）
 〈西東京〉岡部行広（組織・厚生委員）
 〈東久留米〉西川徹夫（支部長）
 〈清瀬〉舟生輝行
           （組織・厚生委員、支部会計）

〈東村山〉白石和子
〈東村山〉下澤由起夫
〈清瀬〉恩田健次郎



月日（曜日） 時 間 場　　所説明会・研修会・会議等 月日（曜日） 時 間 場　　所説明会・研修会・会議等
13:30
15:00
13:30
13:00
16:00

16:00

14:00

19:00

新設法人説明会
第2回組織・厚生委員会
決算法人説明会
事業承継個別相談会
第2回広報委員会
生活習慣予防検診
第2回事業研修委員会
生活習慣予防検診
個別融資相談会
生活習慣予防検診
生活習慣予防検診
青年部会経営講演会

法 人 会 館
〃
〃
〃
〃

東村山スポーツセンター
法 人 会 館

東村山スポーツセンター
法 人 会 館

東久留米スポーツセンター
〃

コール田無

13:00

14:30
15:30
13:30
13:00
14:00
13:00
15:00

生活習慣予防検診
労務経営相談会
生活習慣予防検診
生活習慣予防検診
第2回女性部会役員会
第2回女性部会研修会
決算法人説明会
事業承継個別相談会
個別融資相談会
労務経営相談会
第4回税務教室
第2回税制・社会貢献委員会

東村山スポーツセンター
法 人 会 館
田無タワー

〃
法 人 会 館

〃
〃
〃
〃
〃
〃

多摩六都科学館

7. 5㈫
〃

7. 6㈬
7. 7㈭
7. 8㈮
7.11㈪

〃
7.12㈫

〃
7.13㈬
7.14㈭
7.15㈮

7.19㈫
7.20㈬
7.21㈭
7.22㈮
7.27㈬

〃
8. 3㈬
8. 4㈭
8. 9㈫
8.17㈬
8.23㈫
8.29㈪

支部合同・部会報告会＆税制研修会＆交流会を開催します第４回
税制研修会はどなたでもご参加頂けます（参加費無料）

※報告会、交流会は会員のみご参加頂けます。

問合せ　東村山法人会事務局　☎042-394-7654

日にち支　部 場　　所報告会＆税制研修会＆交流会　開始時間

東村山支部

小平支部

西東京支部

東久留米支部

清瀬支部

青年部会

女性部会

16時～

16時～

15時～

16時～

16時～

16時～

16時～

税制研修会等

税制研修会等

報告会

報告会

税制研修会等

税制研修会等

報告会

17時30分～

17時～

16時10分～

17時～

17時30分～

17時30分～

16時30分～

報告会

報告会

税制研修会

税制研修会

報告会

報告会

税制研修会

18時10分～

18時～

17時～

17時30分～

18時10分～

18時20分～

17時10分～

交流会

交流会

交流会

交流会

交流会

交流会

交流会

東村山法人会館
（東村山市本町1-23-6）

ブリヂストンクラブ
（小平市小川東町1-18-15）

谷戸いちょうホール
（西東京市谷戸町2-12）

東久留米商工会館
（東久留米市幸町3-4-12）

清瀬商工会館
（清瀬市松山2-6-23）

東村山法人会館
（東村山市本町1-23-6）

東村山法人会館
（東村山市本町1-23-6）

5月17日（火）

5月13日（金）

5月23日（金）

5月13日（金）

5月  9日（月）

4月25日（月）

4月27日（水）

法人会行事のご案内法人会行事のご案内 平成 28 年 5月 31日現在
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本誌の表紙にご応募頂いた方の
お写真をご紹介します。
皆様振るって
ご応募ください。

所 沢 市 　 三 宅  正 人 さ ん
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蓮根…………………１５０ℊ
九 条ネギ………………２本
ニンジン……………１/４本
鷹の爪……………………３本
ニンニク…………………３個
●調味料
塩、コショウ……………少々
本だし…………………少 々
酒……………………大さじ１
砂 糖 …………………… 少 々
胡麻油……………大さじ１

Recipe

1

2
3
4

蓮根、ニンジン、九条ネギを食べやすい大きさに切って、
フライパンに油、ニンニクと鷹の爪を入れて炒め、ニンニク
の香りが立ったら蓮根とニンジンを入れて炒める、お酒と
本だし、砂糖を入れるとよく混ぜる。
蓮根の色が変わったら、九条ネギを入れてさっと炒める。
塩コショウで味を調えて、すぐ火を止めて完成です。
ポイントは炒めすぎないこと、蓮根と九条ネギのシャキ
シャキ感を楽しめます。

蓮根と九条ネギのさっぱり炒め
Instructor 東久留米第 1 支部　

野島 貞夫さん

あなたの撮った写真
あなたの趣味に関する記事を募集しています

本誌の表紙を飾る写真とあなたの趣味に関する記事を募集して
います。写真は、地域の話題のスポットや季節を彩る木々、庭園、
公園、街の風景など、あなたの心に残る写真を募集しています。
趣味は、日頃ご興味をお持ちの俳句、川柳などの芸術やコレク
ション、自然観察などの記事を募集しています。

６月３０日で退職となる柏木弘子職員の後任として柏木
和枝職員が採用され４月１日より勤務しております。
会計担当として正確な事務を心掛けますので、宜しくお
願いします。

募  集  締  切
締切は各号発行月の２ヶ月前の月末まで
にご応募ください。

● 4月号の締切は 2月末まで

● 6月号の締切は 4月末まで

● 8月号の締切は 6月末まで

● 10月号の締切は 8月末まで

● 12月号の締切は 10月末まで

● 2月号の締切は 12月末まで

住所、氏名、連絡先電話番
号をご記入のうえ下記にお
送り頂くか、メールにてお
送り下さい。
選考し採用された写真また
は投稿を掲載させて頂きま
す。
なお、頂きました写真また
は投稿は本誌に掲載する目
的以外では使用いたしませ
ん。

東村山法人会事務局　広報担当宛て
TEL042-394-7654
〒189-0014　東村山市本町 1-23-6
e-mail　info@higashimurayama-hojinkai.or.jp

2950 × 2094 ピクセル以上のデジタル
データであること。（JPG，TIFF 推奨）
200 〜 400 字程度
原稿用紙でもワードでも可

応募先

写　真

記事（文書）

公益社団法人東村山法人会報［245号］平成２8 年６月２０日発行

発行：公益社団法人東村山法人会　編集：公益社団法人東村山法人会 広報委員会
〒189-0014　東京都東村山市本町 1-23-6　TEL 042-394-7654
www.tohoren.or.jp/higashimurayama/index.asp

制作：株式会社 国栄

禁
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材料蓮根は、美肌効果・花粉症・風邪予防に効果があると言われています。つくりかた

募集要項
募集規定

事務局職員の
ご紹介


